
令和３年度第１回向日市総合教育会議 次第 

 

 

日時：令和４年３月２９日（火） 

午後３時３０分から 

場所：向日市役所 第１委員会室 

 

 

 

○ 開 会 

 

１ 市長あいさつ 

 

２ 議 題 

  （１）「小中学校におけるコミュニティ・スクールの導入について」 

  （２）その他 

 

 

 

○ 閉 会 



総合教育会議資料

令和４年３月 29 日

小中学校におけるコミュニティ・スクール導入について

教育部学校教育課

◇コミュニティ・スクールについて
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（R4.3.14 文部科学省「コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ」～学校と地域

が協働する新しい時代の学びの日常に向けた対話と信頼に基づく学校運営の実現～ から一部抜粋）
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◇地域学校協働活動について

（令和４年３月現在）

事 業 開 始

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

主な支援者

活 動 内 容 活動日 活動日 活動日 活動日 活動日 活動日 活動日 活動日 活動日

8月 年　間 年　間 5月 年　間 11月 ２学期 ２学期 ２学期

8月 11月

8～9月 1月 1月

10月 9月 ３学期

12月 9～10月 11月

10月 1月

11月 1月 他

2月

11月

4月 11月

6月 12月

6・10月 1月

11月 1月

12月 3月

1月

1月

2月

【令和元年度
実績】

　場所　西ノ岡

　　　　２向小

剪画の指導補助（６年）

竹細工（２年）

昔あそび（１年）

しめ縄作り（５年） ペンキ塗り

おにぎり作り（５年） 洗濯板の使い方（３年）

旭米田植え・稲刈り(５年) 昔あそび（１年）

歴史ツアー（６年） しめ縄づくり（５年）

新体力テスト補助（全学年） 駅伝サポート（６年） 　　　　６向小　他

部活動支援（習字・生け花） 世界の物語（３年）

（放課後サポート事業と連携） （セラピードッグの紹介） ペンキ塗り（校舎廊下）

放課後学習のお手伝い 働く犬の学習（３年） しめ縄作り（５年） おはなしコンサート

　講師　大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等 　講師　大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等

登下校時の見守り どんぐり工作（１年） 昔あそび 　　　　（教員も参加）

　科目　数学、英語 　科目　数学 　科目　数学・英語

習字指導（４～６年生） 花いっぱい運動 ﾐｼﾝの授業支援（5・6年） 農家見学 （講師：地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等） 　講師　大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等

ペンキ塗り（校舎廊下） （読み聞かせ、本の整備等） 華道・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ支援 （図書室整備） 放課後学習（４～６年生）

　回数　４回

植木の剪定 読書活動支援 （放課後サポート事業と連携） キャリア教育(６年) 読書活動支援 昔あそび（１年） 　時期　9～12月 　時期　9～12月 　時期　9～12月

放課後の学習支援（３年） 放課後の学習支援（３年）

（講師：学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） （向陽２号[にんじん]、なす等） （折り紙、昔あそびなど） 校舎ペンキ塗り （講師：地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等） 竹細工（３年） 　回数　16回 　回数　15回

内　　容 内　　容 内　　容

補充学習（全学年） 農作物栽培 ほのぼのワールドでの遊び
火おこし体験学習（５
年）

放課後学習（３～６年生） 里山オリエンテーリング 放課後の学習支援（３年）

内　　容 内　　容 内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

学生・地域ボランティア 地域ボランティア 保護者・地域ボランティア 保護者・地域ボランティア 地域ボランティア 地域ボランティア 学生・地域ボランティア 学生・地域ボランティア 学生・地域ボランティア

１名 １名 ２名 ４名 １名 ３名 ２名 ２名 ５名

平成25年4月1日 平成31年4月1日

勝山中学校 西ノ岡中学校 寺戸中学校

平成26年4月1日 平成24年4月1日 平成21年4月1日 平成29年4月1日 平成27年4月1日 平成28年4月1日 平成27年4月1日

向陽小学校 第２向陽小学校 第３向陽小学校 第４向陽小学校 第５向陽小学校 第６向陽小学校
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＜参考資料＞

第４節 学校運営協議会
（第４７条の５）

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校
ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関とし
て、学校運営運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の
学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で
定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に
関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。）の所在する地域の住民

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
三 社会教育法第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対
象学校の運営に資する活動を行う者

四 その他当該教育委員会が必要と認める者

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出るこ
とができる。

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育
委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運
営協議会の承認を得なければならない。

５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び
当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在
籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対
象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び
当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよ
う努めるものとする。

６ 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）
について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

７ 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規
則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができ
る。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村教育委
員会を経由するものとする。

８ 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、前項の規定によ
り述べられた意見を尊重するものとする。

９ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運
営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当
該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければなら
ない。

１０ 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続
その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定
める。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（平成２９年４月一部改正）
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（第５条第２項）市町村教育委員会の事務

２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であっ
て地域住民その他の関係者（以下「地域住民等」という）が学校と協働して行う
もの（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当
たっては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適
切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協
力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずる
ものとする。

前項
十三号 主として学齢児童及び学齢生徒に対し、学校の授業の終了後又は休業日

において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他
の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。

十四号 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動そ
の他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十五号 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学
校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を
提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

（第９条の７）地域学校協働活動推進員

教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的
信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、
地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員
会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地
域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

「社会教育法」
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